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○むかわ町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則 

平成18年3月27日 

規則第150号 

改正 平成19年3月1日規則第4号 

平成21年3月31日規則第6号 

令和2年6月12日規則第14号 

(趣旨) 

第1条 この規則は、むかわ町特定公共賃貸住宅管理条例(平成18年むかわ町条例第181号。以下

「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

(入居の申込み) 

第2条 条例第6条第1項の規定による申込みは、むかわ町特定公共賃貸住宅入居申込書(別記様式

第1号)により提出しなければならない。 

(入居決定者への通知) 

第3条 条例第6条第2項の規定による通知は、むかわ町特定公共賃貸住宅決定通知(別記様式第2

号)によるものとする。 

(入居請書の提出) 

第4条 条例第11条第1項第1号の規定による請書は、むかわ町特定公共賃貸住宅入居請書(別記様

式第3号)により提出するものとする。 

(入居許可) 

第5条 町長は、条例第11条第1項の規定による入居の手続が完了したときは、速やかに、むかわ

町特定公共賃貸住宅入居許可書(別記様式第4号)を交付するものとする。 

(家賃の決定) 

第6条 条例第9条の規定による家賃の額は、別表のとおりとする。 

(検査に当たる者の証票) 

第7条 町長が指定する者で、立入検査の際に示す証票は、むかわ町営住宅管理条例(平成18年む

かわ町条例第180号)に基づく証票をもって省略できるものとする。 

(委任) 

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の日の前日までに、穂別町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成10年穂別
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町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定により

なされたものとみなす。 

附 則(平成19年3月1日規則第4号) 

この規則は、平成19年4月1日から施行する。 

附 則(平成21年3月31日規則第6号) 

この規則は、平成21年4月1日から施行する。 

附 則(令和2年6月12日規則第14号) 

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後のむかわ町営住宅管理条例施行

規則の規定、第2条の規定による改正後のむかわ町地域優良賃貸住宅管理条例施行規則及び第3

条の規定による改正後のむかわ町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則の規定は、令和2年4月1日

から適用する。 

別表(第6条関係) 

団地名 管理戸数 建設年度 規格 家賃額 摘要 

双葉 1棟2戸 平成9年度 3LDK 53,500円／月 カーポート使用料

及び情報通信設備

使用料含む。 

2棟4戸 平成10年度 

双葉中央 1棟4戸(2階建) 平成11年度 3LDK 

1棟4戸(2階建) 平成12年度 3LDK 
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別記様式第1号(第2条関係) 

別記様式第2号(第3条関係) 

別記様式第3号(第4条関係) 

別記様式第4号(第5条関係) 

 


